
 

 

フィチン（抽出物） 

基本情報 

英名：  Phytin (extract) 

CAS No.： － 

JECFA No.： － 

別名：  フィチン 

構造式： － 

１．基原・製法 

イネ科イネ（Oryza sativa LINNE）の種子より得られた米ぬか又はイネ科トウモロコ

シ（Zea mays LINNE）の種子より、室温時水で抽出して得られたものである。主成分

はイノシトールヘキサリン酸マグネシウム3である。 

２．主な用途 

製造用剤（酸化防止、キレート剤） 

３．流通実態 

１）消除対象4 

消除対象から復活5 

２）流通実態 

令和 3 年度における日添協等を対象とした生産量調査では、製造量及び出荷量は

681 kg であった（令和 2 年度実績）1)。 

３）食品添加物公定書の規格 

規格なし（第 10 版食品添加物公定書で設定予定） 

４．安全性試験の概要 

フィチン（抽出物）は、既存添加物の自主規格において、フィチン酸のマグネシウム

塩であるイノシトールヘキサリン酸マグネシウムを 80%以上含むと報告されている 2)。

フィチン酸のマグネシウム塩やナトリウム塩は、胃内のような低 pH においてはフィチ

ン酸と金属イオンに乖離するものと考えられる 3,4)。フィチン酸の添加物としての安全

 
3 フィチンの類似物質であるフィチン酸は、イネ（Oryza sativa L.）の種子から得られた米ぬか 又

はトウモロコシ（Zea mays L.）の種子から水又は酸性水溶液で抽出し、精製して得られたイノシ

トールヘキサリン酸を主成分とするものである。 
4 「消除予定添加物名簿の作成に係る既存添加物の販売等調査について（周知依頼）」（平成 29 年 12

月 22 日付け薬生食基発 1222 第１号）の別添 1「食品添加物として販売の用に供されていない既

存添加物（案）（196 品目）」に収載 
5 一度消除候補となったが、その後使用していることの申出があったことから、消除候補から除かれ

た。 
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性については、既存添加物の安全性評価に関する調査研究（平成 8 年度調査）5)におい

て、フィチン酸の反復投与試験、発がん性試験、催奇形性試験、変異原性試験に基づき、

基本的な安全性について評価済みの添加物とされている。 

１）急性毒性試験 

フィチン（抽出物）及び主成分であるイノシトールヘキサリン酸マグネシウム（CAS 

3615-82-5）について、急性毒性試験として経口投与の情報はない。 

なお、平成 8 年度調査 5)では報告書に記載されていないが、フィチン酸及びフィチ

ン酸ナトリウムについて、以下の急性毒性に関する情報が報告されている。 

 

フィチン酸 

ラット（雄） 経口 LD50 405 mg/kg 6) 

ラット（雌） 経口 LD50 480 mg/kg 6) 

マウス（雄） 経口 LD50 900 mg/kg 7) 

マウス（雌） 経口 LD50 1,150 mg/kg 7) 

 

フィチン酸ナトリウム 

ラット（雄） 経口 LD50 1,030 mg/kg 6) 

ラット（雌） 経口 LD50 1,200 mg/kg 6) 

マウス（雄） 経口 LD50 1,030 mg/kg 7) 

マウス（雌） 経口 LD50 2,750 mg/kg 7) 

２）反復投与毒性試験 

フィチン（抽出物）及び主成分であるイノシトールヘキサリン酸マグネシウム（CAS 

3615-82-5）についての反復投与に関する情報はない。 

３）遺伝毒性試験 

フィチン（抽出物）主成分であるイノシトールヘキサリン酸マグネシウム（CAS 

3615-82-5）についての遺伝毒性に関する情報はない。 

４）その他の情報 

本剤と類似のフィチン酸カルシウムについては、フィチン酸カルシウムに係る食品

健康影響評価書（食品安全委員会、令和 4 年 9 月 9 日）において、添加物として適切

に使用される場合に安全性に懸念はないと判断されている 8)。 

５）海外評価書における扱い 

フィチン（抽出物）またはフィチンとしての海外での評価情報はない。 

なお、FDA において、フィチン酸は、酸化防止剤・キレート剤・抗菌剤として 0.2%

の濃度で、又は、栄養補助食品のカプセルの溶解度低下抑制及び強度の補強としての
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用途で 8.0%の濃度での使用において GRAS とされている 9)。 

５．検討結果のまとめ 

フィチン（抽出物）の主成分であるイノシトールヘキサリン酸マグネシウムは、胃内

でほぼ乖離し、フィチン酸イオン及びマグネシウムイオンを生じると考えられる。フィ

チン酸については、既存添加物として安全性は確認されたと判断されている 5)。マグネ

シウムイオンについては、350 mg/人/日を通常の食事以外からの摂取上限値とすること

が適当と判断されており、仮にフィチン（抽出物）の生産量の全量がマグネシウムで

あった場合を想定しても、摂取量は 11.75 µg/人/日と極めて低く、当該成分が問題とな

る可能性は低い。また、フィチン（抽出物）は、基本的には、食品成分である米ぬか、

コーン種子を原料として、常温時水で抽出した成分であることを考慮すると、夾雑物に

ついても食品成分である米ぬか、コーン種子と同様の成分が消化管内で吸収、分解され

ると考えられることから、夾雑物についても安全性上問題となる可能性は極めて低い

と考えられる。 

以上の検討結果を踏まえ、本剤のヒトの健康影響に対する懸念は低いと結論された。 
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